
☆ お ★ ☆

※実務経験は、満 18歳になつてからの実務経験が対象となります。

主な安全講習一覧です。上記以外の安全講習や受講資格等については、お間い合わせくださしヽ。

覇聯設認甲朗開智:
TEL i 059-354-1 531
FAX : 059-35十 -7358

称 譜習内容 受講費ホ各 実務経験 講料

組合員 組合員外

足場の組み立て箸作業主任者
つり足場、張出し足場または高さが
5m以上の足揚の組立、解体、変更
の作業につく方はあ要

2+歳以上かつ実務経験3年 以上
*平成29年 7月 」日以降の実務

経験は足場の組立等特別教育後の

期 FQ日のみしか認められません。
申し込みの際に、
「足場の組立等業務 特局U教育」

を受話した証明善の添付が懲要

木造建築物の組み立て等作業主任者
地盤面から軒の高さが5m以上の木
造建築物の構造部材の組立て、屋根
下地、外壁下地の取付け作業を行う
場合は、現場ごとに一人は町要

21歳 以上 3年以上

8〕 800円 81800円 +2,200円

傾キスト代)

作
業
主
任
者
技
能
講
習

石綿作業主任者
百綿取扱作業で、指導や監醤の職務

に就く方は町要
18歳以上 な し ||,000円

十1,000円 +2,200円

伊キスト代)

玉掛技能講習

制限荷重が lt以上の揚荷装置また
は,つ り下げ荷重 lt以上のクレーン
移動式クレーンもしくはデリックの
玉掛け (荷かけ、荷はす しヽ)の業務に
つく方は必要

半年以上 17,600円 17!600円 +2,200円
(テキスト十式)

小型移動菰クレーン運転技能諮ヨ 量墓き箔播諌謎 23,100円 23,100円 +2,200円
(テキストt式 )

技
能
語
召

（
就
業
制
限
） 高所作業車運転技能緒習

(運転免許証もしくは、建設系機械
の運転賽格が嚇す跡要)

第 1号
(Jヽ と【J移動式 愕ヽ動弐クレーン取得琶〕

(轡通自動車免許取得者 )

第 2号

作業床高 10m以上の高所作業車を
使用する場合は町要

18歳以上

な し

35: 200円

37, 400円

35,200円 +2,200円
像キスト代)

37,400円 +2,200円
(テキスト十式)

職長・安全衛生責任者特別教育 覇ぞ琴鷹唐垂
指導や監督の職務に

8, 800円
8,800円 +2,200円

修キスト代)

特
別
教
育

―
フルハーネス特別教育 (6時間) 瞬場で職務につくんは全員跡要

18歳以上 な し

6,600円 7,700円


